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●今号の表紙 

宮古島の海です。行ってみたい砂浜ランキングが常に上位を

占める素敵なサンゴ礁です。８つの島からなる宮古諸島には

川がないため海の透明度が非常に高いと言われ、「宮古ブル

ー」と呼ばれる美しさを誇っています。 

これは宮古島と池間島を結ぶ全長1,425mの橋から見た風景

で、そこからの眺めはヘリコプターで低空飛行をしたかのよ

うな広がりを感じさせます。（通行料無料）その海底は、大き

なテーブルサンゴやブルーサンゴの中に熱帯魚が群れて、ま

るで「海の森」のようでした。 

（表紙写真：佐藤 健治） 

●JEMIMA Ｗｅｂサイトhttp://www.jemima.or.jp 

計測展・セミナー・新刊などの情報を掲載しています。 

●ＪＥＭＩＭＡメールマガジン（JEMIMA会員限定） 

JEMIMA会員の方を対象に毎週配信しています。 

配信希望の会員の方は「お名前、勤務先」を明記のうえ、 

kimura@jemima.or.jp 宛てお願いします。 
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●会報送付の変更・停止 

kimura@jemima.or.jpまでご連絡お願いします。 

●禁無断転載 
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定時総会と60周年記念祝賀会開催 

社団法人日本電気計測器工業会の第48回（平成20年度）定時総会が、平成20年５月21日（水）

16時～17時、ロイヤルパークホテル（東京都中央区日本橋蛎殻町）において、委任状出席を含め

83社の方が出席され開催されました。 

内田会長を議長に定時総会の議案審議に入り、「会員代表者変更等に伴う理事選任の承認につい

て」、「平成19年度事業報告及び決算報告の承認について」、「平成20年度入会金及び会費算定基準

(案)の審議、決定について」、「平成20年度事業計画(案)及び収支予算(案)の審議、決定について」の

４件が承認され終了いたしました。 

総会議事の後に、将来に向けたJEMIMAの方向性を「８つの事業 ３つの基盤」としてまとめた

「JEMIMA中期ビジョン」について企画委員会沢谷委員長より、報告説明されました。 

 

総会に引き続き、同ホテル ロイヤルホールの「創立60周年記念祝賀会」に約190人が参加し、

開催されました。 

内田会長からは「JEMIMAは創立60周年を迎え、会員企業もグローバル化し売上も一兆円を超え

るところまでになりました。また、昨年度からJEMIMA改革を目指し検討してきた中期ビジョンが

完成し、総会で紹介させていただきました。今後はJEMIMAがこのビジョンに従って、より活性化

し、さらに強い発信力のある工業会になるように目指していきます。ところで、本年２月１日にグ

リーンＩＴ推進協議会に発足し、私もJEMIMAの会長として参加しています。当工業会の有する世

界に誇れる省エネ技術を国内外のＣＯ２削減に生かし、地球温暖化対策で計測と制御の役割はさら

に重要になってきます。」との挨拶がありました。 

 

 

 

 

内田会長       木村審議官       矢嶋副会長      佐藤副会長 

 

引き続き、来賓を代表して経済産業省商務情報政策局木村審議官から、「工業会そして電気計測

産業の60年歴史を振り返ると、この業界の皆様が時代時代のニーズや技術を先取りし、エレクトロ

ニクス産業を初めとする現在の日本の産業の発展をささえてこられたことを改めて実感します。今

後も中期ビジョンに謳われているように会員企業の期待のみならず、社会からの期待にも応えて行

かれることを確信しています。経済産業省が提案したグリーンＩＴイニシアティブの活動に貴工業

会も参加していただきました。グリーンＩＴについても、リーダーシップを発揮していただければ

と思っています。」とのご祝辞があり、矢嶋副会長の乾杯のご発声で開宴しました。なごやかな歓

談の後、中締めとして佐藤副会長から挨拶があり、盛会のうちお開きとなりました。 

 

総 会 特 集 総 会 特 集 
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５月21日の第48回定時総会でご承認いただきまし

た平成20年度事業計画のポイントをご紹介し、併せ

て前年度（平成19年度）事業の概要を報告いたしま

す。 

 

【平成20年度事業のポイント】 

平成20年度は当工業会にとって、５月に創立60周

年を迎える重要な節目であります。昨年度から検討を

行ってきました「JEMIMA中期ビジョン」を公表する

と共に、ビジョンに提示された幾つかの主要事業を今

年度から実施していくことを計画の中心におきます。  

以下に平成20年度の委員会等事業のうち主なもの

を掲げます。 

 

１．JEMIMA60周年関連事業 

（１）計測会館の竣工 

平成20年４月に計測会館が竣工し５月から新

会館での活動を開始します。 

 

（２）中期ビジョン策定 

創立60周年を契機に、将来に向けたJEMIMA

の方向性を「８つの事業 ３つの基盤」としてま

とめた中期ビジョンを公開し実行していきます。 

８つの事業： 

・国内外規制動向調査事業  

・国際標準化推進事業  

・統計事業 

・技術開発テーマの探索事業 

・会員向けコンシェルジュ事業  

・広報事業 

・展示会事業 

・セミナー事業 

３つの基盤： 

・JEMIMAの体制強化 

・委員会活動の活性化 

・会員拡大 

 

（３）シンボルマーク、ホームページの刷新 

計測会館の竣工に合わせ、シンボルマークを刷

新し、ホームページをリニューアルします。 

 

２．法規制・規格、環境への対応に関する事業 

（１）法規制・規格対応 

国内外の電気計測器及び関連製品のEMCおよ

び電気/光安全に係わる各種法律や関連規 格の

制定・改廃に関する情報を収集し、会員内・外企

業に提供します。 

 

（２）輸出管理に関する事業 

輸出関連法規などの普及と遵守の徹底を図るた

め、「安全保障貿易管理説明会（適格説明会）」を

継続実施し、今年度は新たに「電気計測器該非判

定ガイダンス（仮称）」の出版を目指し、会員

内・外企業の輸出管理に寄与します。 

 

（３）環境・グリーン事業 

RoHSの対応、REACH規則の情報など、世界

の環境関連規制とその制定状況を継続調査し、

JEMIMAの対応指針を明確にし、併せて関連機関

にJEMIMA意見を提案し、規制・規格の制定に反

映させます。また、新たに環境規制に関する学生

向けセミナーを開催します。 

 

（４）資材調達関連 

資材調達の観点からJ-SOX法（金融商品取引法）

の調査研究と、災害や国際情勢不安等の資材調達

におけるリスク管理に関する調査研究を行います｡ 

 

社団法人 日本電気計測器工業会

専務理事 石 川 洋 一

平成20年度事業のポイントと前年度事業の概要 
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３．ＩＳＯ/ＩＥＣとの連携強化 

（１）IEC/TC65プレナリ国際会議 

５月12日～23日に東京で開催するIEC/TC65

プレナリ国際会議をホスト国事務局として運営し

ます。これにより国際標準化に貢献するとともに、

JEMIMAのプレゼンス向上を目指します。 

 

（２）ネットワーク標準化推進 

フィールド無線ネットワークの通信方式＊に関

する規格を、IECの工業用プロセス計測制御の分

野 を 担 当 す る TC65 の IEC/TC65/SC65C

（Industrial Networks）に提案します。 

 

（３）PLIB辞書の開発と拡充 

昨年度開始した環境計測機器等を対象とする

ISO/RA運営の成果を踏まえ、今後の展開を検討

します。 

 

（４）JISとIEC規格との整合化 

電力量計、電気測定器、放射線応用計測機器等

において、JISとIEC規格との整合を図るための

調査、検討を行います。 

 

４．新しいビジネスの展開に資する事業 

（１）校正事業推進 

校正サービス事業の発展のために、（独）産業

技術総合研究所及び（独）製品評価技術基盤機構

の協力を得て、JCSS（計量法校正事業者登録制

度）の諸問題の解決、制度の普及、需要の喚起を

図るとともに、業界意見を行政へ提言します。 

 

（２）PLIBのビジネス活用への検討 

国内外の関連団体（含む欧州のNAMUR等）、

業界等との連携を含め、PLIBの実用化を目指し、

併せて、XML-EDI標準化に関する情報提供を行

います。 

 

（３）工業用無線技術調査 

PA計測制御分野において無線ネットワークの

導入が始まっており、これに対応し工業用無線技

術の国際動向の把握や無線周辺技術の活用につい

て調査検討を進めます。 

 

 

５．安全及びセキュリティに関する事業 

（１）機能安全調査研究 

昨年度発行された計測制御分野向けの安全計装

システムの仕様、設計、設置、運用及び保全に係

わる要求事項についての規定（JIS C 0511-1）の

普及活動を行います。 

 

（２）PA･FA計測制御分野のセキュリティ調査・

研究 

製造業分野でのネットワークのオープン化が進

みつつある中、セキュリティに関する取り組みな

どを諸団体と連携し、調査・研究をします。 

 

６．電気計測器業界のプレゼンス向上に資する事業 

（１）広報事業 

PRの強化としてJEMIMAのホームページと会

報を刷新し、JEMIMAのプレゼンス向上を図りま

す。 

 

（２）展示会事業 

「計測展 2008 OSAKA」を2008年11月26日

（水）～28日（金）の会期でグランキューブ大

阪にて開催します。 

 

（３）需要予測事業 

ユーザーニーズと市場動向を反映した定量的な

調査・分析に基づく中期予測の作成とスピーディ

な情報発信を行い、グローバルな視点での需要予

測を進めます。 

 

（４）関西エリアでの事業 

関西支部の委員会活動を通じて、関西エリア内

での戦略的基盤技術検討委員会事業を積極的に行

います。 

 

続いて前年度の事業成果を概略的に報告いたします。 

 

【平成19年度事業報告の概要】 

１．60周年記念事業 

（１）中期ビジョンの策定 

将来に向けたJEMIMAの方向性に対して、 

”JEMIMA中期ビジョン“を、企画委員会、事務

局を中心としたタスクフォースが策定しました。
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中期ビジョンは、平成20年５月21日に行われる

60周年記念祝賀会で「中期ビジョン小冊子」と

して発表し、今後着実に実行していきます。 

 

（２）新会館の建設 

中央区日本橋蛎殻町に平成20年３月完成を目

指して計測会館の建設を実施した。 

 

（３）シンボルマークの刷新 

創立60周年を迎えた工業会にふさわしい新し

いJEMIMAシンボルマークを制定しました。 

 

（４）ホームページの刷新 

当工業会のプレゼンスを向上させるべく、デザ

インを一新するとともに情報検索をさらに容易と

し利便性を高めたホームページを平成20年度か

ら開設します。 

 

２．新しいビジネスの展開に資する事業 

（１）校正事業者認定推進事業 

JCSS制度普及活動の一環として、「計測展 

2007 TOKYO」においてJCSS校正サービスの小

間出展とセミナーの開催。また、会員企業におけ

るJCSSの社内教育の一助となることを目的とし

て営業マンを対象としたセミナーを実施しました。 

 

（２）PLIBに関する事業 

ISO へ の 提 案 活 動 の 成 果 と し て RA

（Registration Authority）組織の運用を開始し、

環境計測機器PLIB辞書の拡充を図りました。ま

たPLIB応用ビジネスの展開を図る観点から、他

工業会の現状把握、国内想定ユーザとの意見交換

を 進 め る と と も に 、 オ ラ ン ダ で 開 催 さ れ た

EPEDC （ European Plant Engineering & 

Design Conference）に出席し、シェル等との情

報交換を行いました。 

 

（３）工業用無線技術調査研究 

PA計測制御機器分野で普及しつつある工業用

無線技術に関して、石油会社等のユーザとの意見

交換やISA等の海外動向調査を進め、総務省に工

業用無線技術に関する意見書を提案するとともに、

セミナー開催、専門誌への投稿を行いました。 

 

３．環境、安全及びセキュリティに関する事業 

（１）環境グリーン事業 

WEEE/RoHS指令の見直しに対して、欧州駐

在委員との連携を密にし当工業会としての意見を

EU委員会へ提出しました。GAMBICA（英）、

ZVEI（独）等、EUの環境関連指令に関する人脈

の構築維持に努めました。国内関連工業会連絡会

を開催し、EU規制対応、中国規制対応を中心に

情報交換を行い、当工業会が指導的役割を担い

20年度の幹事工業会を当工業会が担当します。

経済産業省とも連携しJEMIMAセミナー環境シリ

ーズ〈第８回〉を開催しました。 

 

（２）機能安全調査研究 

国内では、安全システムを含む機能安全に関す

る標準規格及び対応製品についての本格適用・実

用化はこれからという状況にあるりますが、その

普及定着を図る活動を継続した。機能安全のプロ

セス産業向けとして発行されたセクター規格

IEC61511を中心に、セミナー開催、雑誌投稿当

の啓蒙活動を行いました。 

 

（３）生産システムのセキュリティ調査研究 

SICE、JEITA と共同して、生産制御システム

の「セキュリティ規格とライフサイクル」を中心

とした調査・研究を進め、SICEでの講演、「計測

展 2007 TOKYO」でセミナーを開催する等の

普及活動にも注力しました。 

 

４．法的規制等への対応に関する事業 

（１）法規制・規格に関する事業 

英、仏、独の関連団体を訪問し、EUの関連法

規制の最新情報の収集と継続的な情報交換を進め

るための人脈構築を行いました。会員企業のニー

ズの高い製品安全とEMCに関するセミナーを開

催し情報提供を行いました。 

 

（２）輸出管理に関する事業 

輸出管理に係わる最新の情報を経済産業省、

CISTEC等から収集し、会員企業への周知を図り、

経済産業省から適格と認定された「安全保障貿易

管理説明会」を日本分析機器工業会と共催して関

東・関西両地区で実施しました。 
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（３）海外での防爆認証 

ロシア連邦国家規格機関を訪問し、これから同

国での防爆認証を受けるための詳しい手順を調査

し、今後は、会員企業へ情報提供ができる様にな

りました。 

 

５．国等の委託・委任に係る事業 

（１）IEC/TC65（工業用プロセス計測制御）プレ

ナリ東京会議2008の準備 

2008 年 ５ 月 12 日 ～ 23 日 に 開 催 さ れ る

IEC/TC65プレナリ東京会議の開催準備を進めま

した。 

 

（２）産業オートメーション分野におけるネットワ

ーク標準化 

IEC/SC65C/WG11で審議を行っていたリアル

タイムイーサネット規格(IEC61784-2)に日本提

案の規格が組み込まれて2008年1月に国際規格

（IS）化されました。 

 

（３）IEC/TC45プレナリ横浜会議2009の準備 

国から当工業会に委任されているIEC/TC45

（原子力計測）国内委員会事務局業務の一環とし

て、ロンドン会議2008に出席するとともに横浜

会議2009の準備を開始しました。 

 

６．電気計測器業界のプレゼンスを向上し会員の経営

基盤の安定に資する事業 

（１）「計測展 2007 TOKYO」の開催 

11月７日～９日に出展141社、462小間の規模

で開催し基調講演、専門カンファレンスに、新た

に基礎知識を磨くセッションとしてチュートリア

ルを加えると共に、出展各社によるテクニカルセ

ミナー、工業会活動紹介のJEMIMA委員会セミナ

ーも同時に行いました。 

 

（２）電気計測器の中期予測 

会員企業から提出される生産・売上げ・受注等

のデータを基に2001～2011年度までの業界の予

測を行い、報告書として取りまとめました。なお、

平成19年度からは、電気測定器、PA計測制御機

器を対象に海外拠点売上予測・見込を予測データ

に追加しました。 

 

７．会員企業とのコミュニケーションを円滑にする

事業 

（１）第２回委員会活動成果報告会 

委員会同士の相互理解、意思の疎通を図る目的

で、全委員会の活動状況や課題などを発表する報

告会を、企画委員会の主催で６月に開催しました。 

 

（２）JEMIMA中期ビジョン策定における会員アン

ケート、ヒアリング調査の実施 

中期ビジョン策定の一環として、全会員企業に

アンケート調査を行うとともに、主要理事へのヒ

アリングを行い、その結果を分析し中期ビジョン

策定の中で反映させました。 

 

（３）JEMIMA Weekly INFORM 

セミナー、展示会、新聞情報、官庁・団体情報、

委員会情報など各種情報をコンパクトにまとめ、

メールマガジンとして、毎週水曜日に会員企業の

約800名に配信しました。 
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「平成１９年度 委員会活動成果報告会」実施報告 
 

平成１９年度委員会活動成果報告会（企画委員会主催）が、平成２０年６月１２日（木）日本青年館ホテル

中ホールで終日開催されました。本報告会の目的は、JEMIMA各委員会が活動成果内容を会員企業および他委

員会の委員に報告することで、JEMIMA活動の可視化・共有化を図ると共に委員会活動の更なる活性化に繋げ、

結果として会員企業に利益をもたらして行くことです。 

第３回目となる今回は、会長、副会長を始めとして理事、会員代表者、連絡員、委員会関係者および来賓と

して経済産業省の方を含め多数の方々に出席頂き、昨年よりも多い１０６名の出席となりました。 

また、報告会終了後に同館内のパーティー会場で開催された懇親会にも、多数の出席を頂き盛況のうちに委

員会活動成果報告会を終了いたしました。 

 

１．委員会活動成果報告会 

企画委員会瀧田委員長より「開会の挨拶」が行われ、引き続き全２３の委員会より平成１９年度の活動成

果報告および課題、平成２０年度活動計画などの報告があり、委員会相互の活動状況、課題、成果について

情報の共有化が促進されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また委員会報告の前半、後半各々の終了後に、内田会長、石川専務理事より各委員会の報告内容について

講評があり、全ての委員会に対し活動への要望や意見が示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挨拶する瀧田委員長 挨拶する経済産業省 課長補佐 谷 様

講評する内田会長 講評する石川専務理事 
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２．懇親会 

同館内のパーティー会場において、小野木副会長からの乾杯のご発声とそれに先立つ挨拶に引き続き懇親

会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の報告会では、「優秀賞」に環境グリーン委員会が、「努力賞」には法規制・規格委員会、企画委員会、

防爆計測委員会の３委員会が選ばれ、小野木副会長より各委員長へ表彰状および副賞が授与されました。環境

グリーン委員会は３連覇を果たしましたが、平成２０年度活動に向け４連覇への力強い決意表明がなされまし

た。 

 

なお、当日出席された皆様からのアンケートは企画委員会で集計、分析し本年度の委員会活動に反映させる

努力を行うとともに、次回の委員会活動成果報告会運営の改善にも繋げて行きたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野木副会長の音頭による乾杯 

優秀賞の環境グリーン委員会メンバー 
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連 載 
 

欧州環境規制レポート (第12回) 

 

 

環境グリーン委員会 

副委員長 小山師真
(※)

 

 

 

 

7月でブラッセル駐在も4年目になります。日本を離れて3年の間に、ニュースで伝えられる日本の光景が大

きく変化していきていると感じています。ベルギーを含めた西欧諸国は、EU拡大とそれに伴う移民の増加、

格差の拡大などにより年々治安が悪化してきているように感じますが、物を奪われることはあっても、命を奪

われるようなことは皆無ですから、一体どちらが安全な国なのかと最近思うときがあります。 

 

本号では最近の状況をご報告させていただく前に、欧州製品環境規制における企業の取組みについて私見な

がら記させて頂きました。 

当該規制については様々な見地からいろいろな捕らえ方や考え方があるとは思いますが、「Clear Compliance 

Procedure（明確なコンプライアンス手法）」が存在しない上で、どのように企業が規制と向き合っていくか

ということがポイントであろうと思います。コンプライアンスの有り様含めまして、今一度ご検討頂ければ幸

いです。 

 

１．製品環境規制は企業競争に活用されている 

よく知られている通り、製品環境規制は、地球温暖化対策同様に企業競争に活用されている部分があります。

製品環境規制においては、化学物質規制、省エネルギー規制などがありますが、いずれも規制の強化と技術革

新が常に影響しあっています。 

 

製品環境規制という点で計測機器産業は、取り扱う機器が電機・電子機器産業（一般的な家電製品）とは異

なる性質（多品種小ロット生産、長寿命、高い安全性など）を持つことから、また、産業のマザーツールとし

ての位置づけから、独自の問題意識や関心というものを土台として今日規制に対する諸活動を展開しています。

これについては、電機・電子機器と同じものさしで規制が検討されることのないよう、今後もより活発に行っ

ていくべきものだろうと思いますが、その際に重要な要素は、規制に対してどういう点に問題意識や関心があ

り、規制がどうなると、どのようなインパクトが発生するのか、という点について、まずは会社内でしっかり

と議論が尽くされているかどうか、ということではないでしょうか。当局へのロビーはEU市場において大き

な影響力を持つ一部の企業を除き、通常業界団体を通じたものとなりますので、業界団体内で議論していくた

めにも各社の問題意識がそのベースとして大変重要になります。 

 

一方、規制が大きくどのように動いていくか、その動向は各社の経営戦略上重要な要素になると思われます

が、自らに関係している業界の動きだけを見て判断されることは大きなリスクを伴うものと考えられます。細

かな例としては、例えばRoHS指令の適用除外について申し上げられることは、用途は異なるものの、技術的

には共通の要素が用いられている場合が多いため、全く関係のない分野での議論にいつの間にか全体が引きず

られ、気付けば取り消されていた、ということも十分に起こりえます。その意味で、常に「隣の業界」がどの

ように動いているのか、技術開発がどれくらい進んでいるのかは、気にしておくべきことではないでしょうか。 

 

既に多くの企業が経験されているとおり、製品環境規制はサプライチェーンを巻き込んだ対応となるために、



欧州環境規制レポート（第12回） 

 

JEMIMA 会報.Vol.45 No.3/2008 

－10－ 

従来の製品安全規制とは異なり、企業が対応を完了するまでに非常に時間や手間がかかります。それゆえ、規

制の動向を幅広く把握し、各社・各産業団体の問題意識や関心を見つつ、自社の戦略を立案されていくことが

企業の規制リスクを低減させるひとつの手法となりうるのではないかと思います。 

 

２．RoHS 指令の見直し －改正 RoHS 指令案の提案にむけて－ 

欧州委員会によれば今年秋にも、カテゴリー8&9および新たな禁止物質を盛り込んだ改正RoHS指令案を欧

州議会へ提案する予定であるとされています。 

 2005年より英国ERA社、ならびに欧州委員会が実施してきたコンサルテーションなど時々で意見提出およ

びロビーを展開してきましたが、最初の区切りとも言える段階に入りつつあります。 

 カテゴリー8&9に関してはほぼ適用範囲に入ることが間違いない状況であり、課題は日本が求めてきた適

用除外がどのように法案に明記されるかということや、これまでのコンサルテーションで示されてきた政策オ

プションの反映、新たに禁止物質として何がどの程度組み込まれるのかという点が焦点になります。 

 

３．REACH 規則本格始動へ 

SVHC(高懸念物質/Substances of Very High Concern)のドラフト認可候補リスト(Candidate List)が6月

30日にECHA（欧州化学品庁）から発表され、同時に8月14日までコンサルテーションが実施
1
されています。

Draft SVHC Candidate Listは16物質となっており、当初言われていた1000～1500物質からは少ない物質

数となっています。 

来年には正式にSVHC Candidate List（認可候補リスト）として発表される見通しで、このリストが公開

されたと同時に31条や33条などの義務がスタートします。これらは1トン以下の物質取扱いであっても課せ

られる義務であるため、今回のリストをチェックしながら、懸かる義務への対応を着実に進める必要がありま

す。 

 

2008年後半も、改正RoHS指令案、REACH規則のSVHC候補リスト案等の重要案件が続きますので、引き

続き国内においても注視ならびに活発なご議論をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

（* 株式会社堀場製作所 ブラッセル駐在事務所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp 
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PFOS及びPFOS類縁化合物規制について 

環境グリーン委員会 

 

 PFOSやPFOAなどの有機フッ素化合物は優れた物理化学的性質を有することから撥水剤、防汚剤、塗料、消

火剤など様々な用途で、工業製品や家庭用品などの分野に幅広く使用されています。その一方で、有機フッ素化

合物は、非常に安定で残留性があるため、人間や動物の血液などに蓄積しているとの報告がされており、PFOS

やPFOAに対する規制導入の動きが世界的に始まっています。 

 国際的な動向として、PFOS及びPFOS類縁化合物に関しては、POPs（残留性有機汚染物質に関するストック

ホルム条約)締約国会議の下部組織である残留性有機汚染物質評価委員会(POPRC：ポップロック)第３回会合

(POPRC3－2007年11月開催)において、附属書Ａ(廃絶)又はＢ(制限)への追加が決定されました。なお、附属書

Ｂへの追加が決定された場合には、エッセンシャルユース(代替できない或いは代替物質のリスクが大きい用途)

は適用除外される可能性があります。 

POPsの規制リスト対象となった場合、日本では、PCBやDDTなどと同様、化審法（化学物質の審査及び製造等

の規制に関する法律）に基づき早ければ平成21年11月に製造・輸入・使用が禁止等される見込みとなっていま

す。 

欧州では、一定の閾値を超えてPFOS及びその類縁化合物を含有する製品・部品について、EU指令により

2008年6月27日より上市が禁止されます。 

すでに一部の企業は使用禁止の要請或いは今後の対応のための調査を取引企業に対して開始しており、当委員

会でも対応について検討してきました。しかしながらPFOSは微量に添加されかつその利用が企業秘密であるこ

とが多く、MSDSには記載されないことから使用実態が把握できないのが実情であります。一部のPETフィルム

表面に使用されていた事実を把握していますが、これ以外には、エッセンシャルユース以外の使用を把握してお

りません。 

当委員会は、化審法の改正状況等を睨みながら行政・他団体の情報を収集しつつ対応を検討していく予定です

が、会員各社におかれまして、もし、PFOS含有製品・部品に関する情報を既にお持ちの場合、あるいは今後入

手された場合には、差し支えない範囲で当委員会にもお知らせいただけるようお願いいたします。 

詳細は下記リンク先をご参照ください。 

【POPsについての情報(環境省)】  

http://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html 

【POPsについての情報（経済産業省）】 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html 

【POPsホームページ（英語）】 

http://chm.pops.int/ 

【POPRC3結果について（経済産業省報道発表2007年12月7日）】 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9139 

【EU指令 2006/122/EC (2008/6/27)(英語)】 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0032:0034:EN:PDF 

 

[参考情報] 

  米国では、EPA(米国環境保護局)が飲料水の浄化あるいは代替水源に責任を持つべきPFOAのレベルを規制

する同意命令を排出事業所に対し出しています。 

【US EPA PFOA関連情報（英語）】  

http://www.epa.gov/oppt/pfoa/index.htm 
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輸出 

電気計測器全体の輸出額は3,348億円（対前年比

5.6%減）となった。地域別に見ると、アジアは

2,619億円（対前年比1.8%減）。他の地域では、米

国359億円（対前年比24.1%減）、 
*1
EU248億円（対前年比19.7%減）。 

電気測定器系は2,738億円（対前年比8.2%減）、

半導体検査機器系が1,939億円（対前年比6.3％

減）であった。 
*2
工業計器系は、588億円（対前年比6.9%増）とな

った。 

 

輸入 

電気計測器全体の輸入額は2,011億円（対前年比

0.4%減）となり、米国602億円（対前年比10.7% 

 

 

減）、アジア729億円（対前年比3.8.%増）、
※
ＥＵ

573億円(1.8%増)であった。 

品目別では、電気測定器系は985億円（対前年比

7.7%減）、工業計器系は992億円（7.7％増）となっ

た。 

*1ＥＵ加盟国(2007年): 外務省、各国･地域情勢より抜粋 
オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ、デンマーク、エスト
ニア,ドイツ、ギリシャ、フィンランド、フランス、ブルガリア、ハ
ンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルク
センブルク、ルーマニア、マルタ、ポーランド、ポルトガル、スロ
バキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、オランダ、英国 
以上27カ国 

*2：統計分類の変更と中止(別紙参照) 
財務省統計において｢電力量計」、｢電気測定器」、｢工業計器」、「放射
線測定器」の分類はありません。数値に関しては財務省貿易統計に
よる修正は反映されていない場合がありますのでご容赦願います。 

 

輸出入統計特集 

2007年暦年(１月～12月)での地域別･国別の輸出入実績がまとまったので、当年の輸出入動向について報告する｡ 

なお、公式発表の各輸出入額は、財務省貿易統計HPなどで確認ください。 




2007年（暦年）における国別・地域別輸出入動向 

電気計測器輸出・輸入実績（主要国・地域別)

（財務省貿易統計から) 



統 計 
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【セミナー・講演会 実施報告】 
 

 

国際委員委員会 主催 

ＧＯＳＴ－Ｒ 防爆認証に関する講演会 報告 

 

ロシア規格 ＧＯＳＴ－Ｒ 講演会 開催される 

ＪＥＭＩＭＡ 国際委員委員会は、平成２０年５月１６日（金）にロシア防爆認証機関ＮＡＮＩＯ ＣＣＶ

Ｅよりアレキサンダー・ザロギン博士（マネジング・ディレクター）とユーリア・チコネンコ殿をお招きして、

ＧＯＳＴ－Ｒ 防爆認証に関する講演会を開催しました。 

同時に（社）産業安全技術協会の永石理事殿より、海外防爆認証機関との関係に関してのご講演を頂きまし

た。 

本講演会は、新計測会館における栄えある最初の講演会となりました。 

最近のロシア経済の急速な成長により、日本企業からもロシア市場への関心が高まっております。 

ロシアでの商品販売において避けては通れないロシア規格ＧＯＳＴ－Ｒに関する情報をご提供することが本

講演会の目的でありました。 

特に防爆認証を中心にしましたが、全体的なＧＯＳＴ－Ｒシステムに関する内容も講演に盛り込んで頂きま

した。当日は、多数のＪＥＭＩＭＡ会員企業殿および外部企業殿からのご出席を頂き、大盛況に講演会（参加

者57人）を終了することができ、この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＪＥＭＩＭＡ石川専務理事ご挨拶 

会場風景 
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法規制･規格委員会 環境グリーン委員会 主催 

 

「消費生活用製品安全法およびＷＥＥＥ/ＲｏＨＳ指令、ＲＥＡＣＨ規則、 

世界の環境規制の最新情報」セミナー 報告 
 

 

法規制・規格委員会、環境グリーン委員会では、近年大きな社会問題となっている製品の安全と、世界規模

で広がっている製品に関わる環境規制について 、長野県内及び近隣の県で最終製品を企画製造している事業

所の方向けに、下記セミナーを開催（参加87人）いたしました。 

 

記 

 

日時 ：平成20年7月10日（木） 13：30～16:30 

会場 ：日置電機(株） HIOKIホール（長野県上田市） 

講演 

テーマ：「消費生活用製品安全法（OEM、PB品ガイドライン、リコール社告のJISについて）」 

講 師：経済産業省商務流通グループ 製品安全課 製品事故対策室 服部 嘉博 様 

 

テーマ：「WEEE/RoHS指令の現状と改正の動き」 

講 師：環境グリーン委員会WEEE/RoHS WG 副主査 （株）島津製作所 丹羽 直昌 

 

テーマ：「REACH規則の理解と対策」 

講 師：環境グリーン委員会 REACH WG  主査 岩通計測（株） 酒井 聡 

 

テーマ：「欧州･アジアの製品環境規制（中国RoHS、電池指令、EuP、POPｓなど最新情報）」 

講 師：環境グリーン委員会 委員長  横河電機（株） 澤田 充弘 

 

アレキサンダー・ザロギン博士ご講演風景 

（右隣：ユーリア殿、左隣：通訳・双日森山殿） 

産業安全技術協会 永石理事殿 ご講演風景 
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法規制･規格委員会 主催 

ＰＳＥ･ＰＳＣ最新動向セミナー 報告 

 

法規制･規格委員会では、製品安全・EMCを初めとする国内外の法規制情報を収集し、会員企業への啓蒙活動

を行っております。この一環として、経済産業省殿の多大な協力を得て、電気用品安全法（リチウムイオン蓄

電池の規制）及び消費生活用製品安全法（OEM、PB品のガイドライン等）の最新情報について、会員企業並び

に会員外の方に対象とした下記セミナーを開催（参加者44人）いたしました。 

 

               記 

 

日 時：平成20年6月27日（金） 14時00分～16時30分 

会 場：計測会館 

講 演：テーマ：電気用品安全法（リチウムイオン蓄電池の規制について） 

    講 師：経済産業者 商務流通グループ 製品安全課  田中 栄一様 

 

テーマ：消費生活用製品安全法（OEM、PB品ガイドライン、リコール社告のJISについて） 

    講 師：経済産業者 商務流通グループ 製品安全課 製品事故対策室 服部 嘉博様 

 

 

【 講演会 開催ご案内 】 

 

PA・FA計測制御委員会 9月度 講演会 案内 

 

○日時：2008年9月24日(水) 16:00～17:00 (講演50分、質問10分の予定) 

○場所：（社)日本電気計測器工業会 計測会館 会議室 

○講演者：三菱電機エンジニアリング（株）  

            設計ソリューション事業推進室  EMC・安全事業センター   

            岡本 和比古 様 

○テーマ：「EMC規格」 

○内容 ：①EMC（電磁両立性）とは  

     ②EMC規格の重要性        ・WTO/TBT協定 

                 ・国際規格 

                 ・EMC規制 

     ③世界のEMC規制 

     ④国際標準化と日本 

      ※ 順番や内容の一部を変更させて頂く可能性がございます。 

○参加費：PA・FA計測制御委員会会員企業外の方は、 

     参加費（資料代1,000円）を当日申し受けます。 

○申込先：PA・FA計測制御委員会 事務局 新畑宛 

     E-Mail ： shinbata@jemima.or.jp 

○申込締切：定員になりましたら締切らせていただきます。 
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■ JEMIMA Weekly INFORM のご案内 

計測展、セミナー開催、官庁情報、会員動向、委員会報告、委員会開催予定などを載せたJEMIMAメールマガ

ジン｢JEMIMA Weekly INFORM｣を毎週水曜日に会員各位へ配信しています。最近のメールマガジンより

官庁情報を下記のとおり抜粋しました。 

JEMIMA会員の方で、メールマガジンを希望される方は、メールの件名を「メルマガ配信希望」と標記して、

「 お 名 前 、 勤 務 先 、 メ ー ル ア ド レ ス 」 を 明 記 の う え 、 メ ー ル マ ガ ジ ン 事 務 局 宛 、 e メ ー ル ： 

kimura@jemima.or.jp にてお申込ください。 

2008-07-02配信

◆「クールアース・デー」に向けた取組への御協力のお願い 

6月17日の地球温暖化対策推進本部において、「クールアース・デー」を設けることが決定され、「七夕ラ

イトダウン」や「１人１日１ｋｇＣＯ２削減運動」などへの参加を広く呼びかけることとしています。 

詳細は http://www.team-6.jp/try-1kg/index.php 

2008-06-11配信

◆電気用品の範囲等の解釈について 

リチウムイオン蓄電池が電気用品として政令に規定（平成20年5月1日付け公布）されたことから、当該電

気用品に係る範囲等の解釈を、経済産業省のホームページに掲載した。 

詳細は http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/haninokaishaku.pdf 

2008-06-11配信

◆外為法に関する政省令改正について 

詳細はhttp://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/kankei-horei/kaisei/20_5_15/main.htm 

2008-06-04 配信

◆2008年版組込みソフトウエア産業実態調査の概要 

 経済産業省では、「２００８年度 版組込みソフトウェア産業実態調査」の内容を公表いたします。 

詳細は http://www.meti.go.jp/press/20080522002/20080522002.html 

2008-06-04 配信

◆平成20年度第２回製品安全対策優良企業経済産業大臣表彰応募企業大募集！ 

 経済産業省では製品安全対策優良企業を表彰しています。 詳細はhttp://www.ps-award.jp/ 

2008-05-28 配信

◆経済産業省は事業者等向けにＲＥＡＣＨの解説書を作成しましたので、ご案内します。 

  http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/reach.html 

2008-05-14 配信

◆【「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令」及び「電気用品安全法の一部を改正する法律の施行期

日を定める政令」について】 

 経済産業省Ｗｅｂサイトにて下記の公表（4月25日）がありました。「電気用品安全法施行令の一部

を改正する政令」及び「電気用品安全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日閣議決

定されました。これは、「電気用品安全法の一部を改正する法律」（平成１９年法律第１１６号）による

改正後の電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）（以下「改正法」という。）の施行に伴い、製造

又は輸入に当たり技術基準に適合することを要する電気用品としてリチウムイオン蓄電池を新たに指定

するものです。また、改正法の施行期日を平成２０年１１月２０日とすることとしております。  

詳細は http://www.meti.go.jp/press/20080425002/20080425002.html 

 

■ 訂正 

JEMIMA会報2008Vol45No.2の「お知らせ」（15頁）に新会員のグラフテック株式会社を掲載いたし

ましたが、資本金掲載に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。 

               記 

社 名：グラフテック株式会社 

資本金：（正）75億7,200万円 

〃  （誤）7,500万円 
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